
指名停止措置の概要 

 
１．指名停止措置業者名及び住所 

指名停止業者名 住            所 
 (株)石井組 新潟県新発田市小舟町１－７－１ 

 
 
２．指名停止措置期間： 

 平成２０年３月２１日～平成２０年７月２０日（４ヵ月） 
   
３．指名停止措置の範囲：沖縄総合事務局管内 
 
４．事実概要 

(株)石井組の副社長は、新潟県新発田市が発注した下水道工事の入札をめぐり談合を

行ったとして、平成２０年３月５日に談合容疑で新潟県警に逮捕された。 

 
５．指名停止措置理由 

(株)石井組の副社長が談合容疑で逮捕されたことは、「沖縄総合事務局の工事請負契

約に係る指名停止等の措置要領」（以下「指名停止要領」）別表第２第１０号に該当す

るとして指名停止措置を行った。 

 
＜指名停止要領別表第２＞ 

措  置  要  件 期    間 

（競売入札妨害又は談合） 
１０ 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、

代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又

は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（第１２号に掲げる場

合を除く。） 

 

逮捕又は公訴を知った日か

ら３ヵ月以上１２ヵ月以内 

 

【問い合わせ先】  

沖縄総合事務局開発建設部管理課  契約管理官  瀬戸 清孝 

TEL 098-866-0031（内線 2356） 直通 866-0071 


